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法
定
外
公
共
物

(里
道
、
水
路
等
)

を
市
町
村
道
と
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う

な
手
続
を
必
要
と
す
る
の
で
す
か
。

　0

里
道
、
水
路
等
の
法
定
外
公
共
用

財
産

(参
考
1
)
を
市
町
村
道
と
す

る
場
合
は
、
当
該
公
共
用
財
産
を

一

旦
用
途
廃
止
を
行
い
、
普
通
財
産
と

し
て
道
路
法
第
九
〇
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
又

は
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

○

道
路
法

(昭
和
二
七
年
法
律
第
一
八
〇
号
)
(抄
)

第
九
〇
条

略

2

普
通
財
産
で
あ
る
国
有
財
産
は
、
都
道
府
県
道

又
は
市
町
村
道
の
用
に
供
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

国
有
財
産
法

(昭
和
二
三
年
法
律
第
七
三
号
)
第

二
二
条
又
は
第
二
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体

⑭

な
お
、
従
来
は
、
こ
れ
ら
法
定
外
公
共
物
は
建
設
省

所
管
の
国
有
財
産

(行
政
財
産
)
と
し
て
扱
わ
れ
、

｢財
産
の
管
理
｣
は
機
関
委
任
事
務
と
し
て
都
道
府
県

知
事
へ
権
限
を
委
任
し
、
｢機
能
の
管
理
｣
は
市
町
村

の
固
有
事
務
と
し
て
運
用
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
法
定
外
公
共
物
の
管
理
は
、
境
界
確
定
、

用
途
廃
止
等
の
一
部
の
権
限
を
国
に
留
保
し
つ
つ
、
そ

の
他
の
管
理
は
地
方
公
共
団
体
と
い
う
二
元
管
理
と
な

っ
て
い
た
う
え
、
道
路
法
等
の
よ
う
な
具
体
の
機
能
管

理
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
が
な
く
、
経
費
の
負
担
、
管

理
責
任
が
明
確
で
な
い
な
ど
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
ま
し
た
。

⑩

こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
、
そ
の
管
理
権
限
等
を
明

確
に
す
る
と
と
も
に
、
｢住
民
に
身
近
な
行
政
を
で
き

る
限
り
身
近
な
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
処
理
す
る
こ

と
を
基
本
と
す
る
｣
と
銘
打
っ
た
地
方
分
権
推
進
計
画

○

国
有
財
産
特
別
措
置
法

(昭
和
二
七
年
法
律
第

二
一
九
号
)
(抄
)

第
五
条

普
通
財
産
は
、
左
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
譲
与
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
普
通
財
産
で
あ
る
土
地
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
…
四

略

五

河
川
等

(河
川
、
湖
沼
そ
の
他
の
水
流
又
は
水

面
を
い
い
、
河
川
法

(昭
和
三
九
年
法
律
第

一
六

七
号
)
が
適
用
又
は
準
用
さ
れ
る
河
川
及
び
下
水

道
法

(昭
和
三
三
年
法
律
第
七
九
号
)
が
適
用
さ

れ
る
下
水
道
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。)
又
は
道
路

(道
路
法

(昭
和
二
七
年
法
律
第

一
八
〇
号
)
が
適
用
さ
れ
る
道
路
を
除
く
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る

を
受
け
、
｢地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法

　　

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
｣
(地
方
分
権

一
括
法
)

5

が
制
定
さ
れ

(平
成
三
一年
四
月
一
目
施
行
)、
里
道
、

8

水
路
等
の
法
定
外
公
共
物
の
う
ち
、
現
に
公
共
の
用
に

200

供
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
地
域
住
民
の
生
活

絆

に
密
接
に
関
連
す
る
公
共
物
と
し
て
、
財
産
の
所
在
す

道

る
市
町
村
に
お
い
て
、
機
能
の
管
理
、
財
産
の
管
理
を

行
う
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
法
定
外
公
共
物
を
市
町
村
へ

譲
与

(無
償
譲
渡
)
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

道
路
局
路
政
課

に
無
償
で
貸
し
付
け
、
又
は
譲
与
す
る
こ
と
が
で

き
~る
。



④

こ
れ
に
よ
り
、
里
道
、
水
路
等
の
法
定
外
公
共
物
は
、

①
機
能
を
有
し
て
い
る
も
の
は
市
町
村
へ
譲
与

(自
治

事
務
)
し
、
②
既
に
機
能
を
喪
失
し
て
い
る
も
の
は

(用
途
廃
止
を
し
た
上
で
)
国
が
直
接
管
理
す
る
こ
と

と
さ
れ

(参
考
2
)、
具
体
的
に
は
、
原
則
と
し
て
地

方
分
権
一
括
法
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
以
内

(平
成
一

七
年
三
月
三
一
日
ま
で
)
に
、
法
定
外
公
共
物
に
係
る

国
有
財
産
の
譲
渡
手
続
を
完
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
市
町
村
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
地
方
分
権
趣

旨
等
を
踏
ま
え
、
す
み
や
か
に
こ
れ
ら
の
区
域
内
の
譲

与
財
産
の
特
定
作
業
及
び
譲
与
申
請
を
行
い
、
適
切
な

管
理
が
な
さ
れ
る
よ
う
ご
配
慮
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

○

地
方
分
権
推
進
計
画

(平
成
一
〇
年
五
月
二
九

日
閣
議
決
定
)
(抄
)

別
紙
1

(五
二
一
)
法
定
外
公
共
物

い
わ
ゆ
る
法
定
外
公
共
物
の
う
ち
、
里
道
、
水
路

(溜
池
、
湖
沼
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)
と
し
て
、
現

に
公
共
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
の
道
路
法
、
河
川

法
等
の
公
物
管
理
法
の
適
用
若
し
く
は
準
用
の
な
い

公
共
物
で
、
そ
の
地
盤
が
国
有
財
産
と
な
っ
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
産
を
市
町
村

(都
の
特

別
区
の
区
域
内
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
区
と
す
る
。

以
下
同
じ
。)
に
譲
与
し
、
機
能
管
理
、
財
産
管
理
と

も
自
治
事
務
と
す
る
も
の
と
し
、
機
能
を
喪
失
し
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
直
轄
管
理
を

行
う
も
の
と
す
る
。

こ
の
た
め
、
具
体
的
措
置
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

と
お
り
と
す
る
。

･

譲
与
の
対
象
と
す
る
財
産
の
考
え
方

(条
件
)

に
つ
い
て
は
、
譲
与
の
期
日
に
公
共
の
用
に
供
し

て
い
る
も
の
で
、
譲
与
の
時
期
以
降
、
市
町
村
に

お
い
て
公
共
の
用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

譲
与
財
産
の
特
定
の
主
体
及
び
特
定
方
法
に
つ

い
て
は
、
市
町
村
が
公
共
物
と
し
て
機
能
を
有
し

て
い
る
公
共
物
を
特
定
す
る
こ
と
と
し
、
特
定
の

方
法
は
、
事
務
負
担
の
軽
減
と
時
間
の
短
縮
を
図

る
観
点
か
ら
、
極
力
簡
便
化
す
る
も
の
と
す
る
。

譲
与
の
期
限
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
期
限
を
設

け
、
当
該
期
限
ま
で
に
特
定
し
た
上
、
譲
与
す
る

も
の
と
す
る
。
な
お
、
一
定
期
限
ま
で
に
特
定
し

き
れ
な
い
場
合
の
た
め
、
一
定
期
限
経
過
後
に
お

い
て
も
譲
与
で
き
る
途
を
残
し
て
お
く
こ
と
と
す

る
。

※
道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
今
月
号
よ
り
、
道
路
法
令

関
係
で
担
当
者
等
に
問
い
合
わ
せ
の
あ
っ
た
最
近
の
ト

ピ
ッ
ク
ス
を
中
心
に
、
Q
&
A
方
式
で
解
説
を
掲
載
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
掲
載
を
ご
希
望
す
る
案
件
等
ご

セ

ざ
い
ま
し
た
ら
、
編
集
部

(道
路
広
報
セ
ン
タ
ー

行道

0
三
ー
三
二
三
四
-
四
三
一
○
)ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

6　
　 2001.8

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
土
地

(そ
の
土

地
の
定
着
物
を
含
む
。)
に
つ
い
て
、
国
が
当
該
用

途
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
い
て
市
町
村
が
河
川
等

又
は
道
路
の
用
に
供
す
る
と
き
。

2

略

○

地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律

(平
成
一
一
年
法
律
第
八

七
号
)
(抄
)
附
則

(国
有
財
産
特
別
措
置
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)

第
五
四
条

市
町
村
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現

に
第
一
一
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
有
財

産
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す

る
土
地
で
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
も
の

に
つ
い
て
、
岡
号
の
規
定
に
よ
り
国
か
ら
譲
渡
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
土
地

を
特
定
し
て
国
に
対
し
て
そ
の
旨
を
申
請
す
る
も

の
と
す
る

2

略



参考 1 法定公共物とは

法定外公共物とは 法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用又は準用を受けない公共物をい
い、代表的なものとして【里道】、【水道1があります。
その総面積は、約4300Mと推計 (昭和42年建設省)されており、これはほぼ
山梨県の面積に匹敵します。

鱸霊き為 里道 き醇霊鰺
　 　
ず高遠自動車国道、一般国道、都道府県道、グ
}又は市町村道以外の道路で、認定外道路、き
、赤道(アカミチ)等とも呼ばれています。 !

〈公 園〉

参考 2 譲与手続

譲与手続
市町村における譲与手続は、おおむね次のような手順になります。

騙市町村の事務処理 翻譲与手続に係る概念図

　　　　　　　　　　　 　　　　　

　　　　　　　　 　　　　　

　　　　
　

　 　　　　　　　　

姫灘認証語部駆巨糞野欝疏円 ･作興用図面等から腹与編隊財産を特定

　　　　　 　　
繖殴圏鬮離護窪= 叡"鑿國窃藤捲藩楚離翻團釀賤鼈鬮鼬 ･財務局と腹与契約務の締結

都
誼
府
県
経
由

(所有権の移転)

財務局
財務事務所 》⑦齦与契約 地圏の閲覧【 出張所

　 　　　

　　　　　　　　　　　
　　

都道府県 ご

法定公共物の確認
　 　
　 　
　 　　
ミミさ、--- -- -- -

法定公共物の確認

一級河川、二級河川、又は準
用河川以外の河川で普通河川、
青潴等とも呼ばれています。
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